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2025年2月14日 

各  位 
 
 
 
 
 
 
 
 

 定款の一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、2025年３月28日開催予定の当社第５回定時株主総会に、定款の一部変

更に関する議案を付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 

 

記 

 

１．変更の目的 

ホールディングス体制への移行から約５年の経過を機に、事業内容の記載を整理するとともに、当社グルー

プの事業が拡大及び多様化していることから、今後の新たな事業展開に機動的に対応するため、定款第２条（目

的）について事業目的の追加及び変更を行うものであります。 

 

２．変更の内容 

変更の内容は、次のとおりであります。 

（下線部は変更箇所を示しております。） 

現行定款 変更案 

（目的） 

第２条 当会社は、次の事業を営む会社及びこれ

に相当する事業を営む外国会社の株式又は

持分を所有することにより、当該会社の事

業活動を支配、管理することを目的とする。 

（１）不動産の売買、仲介及び販売代理 

 

（２）＜条文省略＞ 

（３）不動産のコンサルティング、測量及び鑑定 

（４）～（６）＜条文省略＞ 

（７）有料老人ホームその他高齢者向け施設の開

発、所有、賃貸及び経営 

（目 的） 

第２条 当会社は、次の事業を営む会社及びこれ

に相当する事業を営む外国会社の株式又は

持分を所有することにより、当該会社の事

業活動を支配、管理することを目的とする。 

（１）不動産の売買、仲介、販売代理、コンサル

ティング、測量及び鑑定 

（２）＜現行どおり＞ 

＜削除＞ 

（３）～（５）＜現行どおり＞ 

（６）高齢者向け施設等の開発、所有、賃貸及び

経営並びに介護に関する事業 
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（８）介護保険法に基づく居宅サービス事業及び

介護予防サービス事業 

（９）中高層共同住宅、オフィスビル、店舗ビル

等の総合管理業 

（10）＜条文省略＞ 

（11）不動産の賃貸借における賃料債務等の立替

払いその他保証業務 

（12）家具及びインテリア製品の製造及び販売 

 

（13）有価証券の保有、運用、管理、売買及び有

価証券への投資 

＜新設＞ 

 

 

＜新設＞ 

 

（14）～（15）＜条文省略＞ 

（16）第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、

投資運用業及び投資顧問業 

＜新設＞ 

（17）～（18）＜条文省略＞ 

（19）再生可能エネルギーによる発電事業 

（20）＜条文省略＞ 

（21）電気通信事業、電力サービス事業その他電

気通信事業法に基づく事業 

（22）＜条文省略＞ 

（23）資産運用、資金調達、経営、財務、経理、総

務等に関するコンサルティング及び事務受託

業務 

（24）～（27）＜条文省略＞ 

（28）広告宣伝、出版等の企画、制作、販売及び

代理業務 

 

＜新設＞ 

 

 

 

（29）講演会、セミナー、シンポジウムその他イ

 

＜削除＞ 

 

（７）共同住宅及びビル等の総合管理業 

 

（８）＜現行どおり＞ 

＜削除＞ 

 

（９）住宅設備、建築資材、家具及びインテリア

製品等の製造及び販売 

（10）有価証券等の保有、管理、各種コンサルテ

ィング業務 

（11）Ｍ＆Ａに関する仲介、斡旋、コンサルティ

ング及びアドバイザリー業務並びに国内外の

各種企業及び各種事業への投資及び出資 

（12）投資事業組合、投資事業有限責任組合等へ

の投資、出資及びその管理運営業務 

（13）～（14）＜現行どおり＞ 

（15）金融商品取引法に基づく金融商品取引業 

 

（16）不動産投資顧問業 

（17）～（18）＜現行どおり＞ 

（19）発電及び電力サービス事業 

（20）＜現行どおり＞ 

＜削除＞ 

 

（21）＜現行どおり＞ 

＜削除＞ 

 

 

（22）～（25）＜現行どおり＞ 

（26）講演会、セミナー、シンポジウムその他イ

ベントの企画及び運営並びに広告宣伝、出版

等の企画、制作、販売及び代理業務 

（27）ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）

に関するサービス及びコンサルティング、情

報処理サービス及び情報提供サービス並びに

各種ソリューションサービスの提供 

＜削除＞ 
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ベントの企画及び運営 

（30）～（31）＜条文省略＞ 

（32）その他前各号に附帯関連する一切の事業 

 

＜新設＞ 

 

（28）～（29）＜現行どおり＞ 

（30）その他前各号に附帯又は関連する一切の事

業 

２ 当会社は、前項各号の事業及びこれに附帯又

は関連する一切の事業その他前項の目的を達成

するために必要な事業を営むことができる。 

 

３．日程 

（１）定款変更のための株主総会決議日 2025年３月28日 

（２）定款変更の効力発生日   2025年３月28日 

以上 
 


